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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオデータを再生する車載の再生ユニットと、
　前記再生ユニットと携帯オーディオユニットとを接続し、当該携帯オーディオユニット
に記憶されているオーディオデータを前記再生ユニットに再生させる接続ユニットと、
を備え、
　前記接続ユニットは、前記再生ユニットに接続した携帯オーディオユニットに記憶され
ている識別データ及び曲構成を読み込み、当該携帯オーディオユニットを識別する識別手
段を有し、
　前記接続ユニットは、前記携帯オーディオユニットのオーディオデータの再生が停止さ
れた場合、当該携帯オーディオユニットの識別データ、及び再生の停止位置データを記憶
する記憶手段を有し、
　前記識別手段は、前記再生ユニットから取り外された携帯オーディオユニットが当該再
生ユニットに再接続された場合、当該携帯オーディオユニットの識別データ及び曲構成と
、前記記憶手段に記憶されている識別データ及び曲構成とを照合し、
　前記接続ユニットは、前記識別手段による識別データ及び曲構成の照合結果が一致した
場合に、前記停止位置データに基づいてオーディオデータの再生を開始させ、
　前記接続ユニットは、前記再生ユニットに接続された前記携帯オーディオユニットに前
記識別データを書き込む識別データ書込手段を有し、
　前記識別データ書込手段は、識別データの照合結果が一致し、かつ、曲構成の照合結果
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が不一致である場合に、前記携帯オーディオユニットに新たな識別データを書き込む
ことを特徴とする車両のオーディオ装置。
【請求項２】
　前記接続ユニットは、前記識別手段による識別データの照合結果が不一致の場合、所定
の初期位置からオーディオデータの再生を開始する、
ことを特徴とする請求項１記載の車両のオーディオ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両のオーディオ装置に係り、より詳細には、携帯オーディオユニットを接
続してオーディオデータを再生する車両のオーディオ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ｉＰｏｄ（登録商標）等の携帯オーディオユニットをカーステレオ等の車両のオ
ーディオ装置に接続し、携帯オーディオユニットに記憶されている音楽等のオーディオデ
ータを車両のオーディオ装置で再生することが一般に行われている（特許文献１）。
【０００３】
　さらに、車両のオーディオ装置には、一般に、再生を一旦停止し、再開した場合に、再
生停止位置から再生を再開するレジューム再生機能が備わっている。レジューム再生にお
いては、停止時に再生されていた曲構成のフォルダ番号（トラック番号）や再生時間とい
った再生の停止位置データが、車両のオーディオ装置及び携帯オーディオユニットの両方
に記憶される。そして、再生を再開する際には、車両のオーディオ装置及び携帯オーディ
オユニットにそれぞれ記憶されている停止位置データどうしを照合し、照合結果が一致し
た場合に、停止位置データの示す停止位置からオーディオデータの再生が再開される。
【０００４】
　また、携帯オーディオユニットを車両のオーディオ装置から取り外し、携帯オーディオ
ユニット単独で再生した場合、携帯オーディオの停止位置データが、車両オーディオ装置
の停止位置データと異なることになる。このため、再び携帯オーディオユニットを車両の
オーディオ装置に再接続すると、停止位置データの照合結果は不一致となる。その場合、
車両のオーディオ装置の停止位置データの示すフォルダの先頭からオーディオデータが再
生される。
【０００５】
　さらに、携帯オーディオユニットが車両のオーディオ装置から取り外されている間に、
携帯オーディオユニットのオーディオデータの追加、削除、順序の入れ替え等によってオ
ーディオデータが変更された場合には、所定の初期位置（デフォルト位置）から再生が再
開される。デフォルト位置は、通常、オーディオデータの先頭フォルダの先頭に設定され
る。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２６５９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、携帯オーディオユニットが車両のオーディオ装置から取り外された後、別の
携帯オーディオユニットが車両のオーディオ装置に接続されると、以下のような問題が生
じ得る。すなわち、その別の携帯オーディオユニットに、たまたま、車両のオーディオ装
置に記憶されている停止位置データのフォルダ番号等と同一の曲構成が含まれていると、
その停止位置データのフォルダ番号の先頭から、自動的に再生が開始してしまう。かかる
事態は、何ら指定されていない音楽等のオーディオデータが突然再生されることになり、
ユーザに唐突感を与え好ましくない。
【０００８】
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　そこで、本発明は、前回再生時に接続されていた携帯オーディオユニットとは別個の携
帯オーディオユニットが接続された場合に、前回の停止位置データに基づいてオーディオ
データが再生されてしまうことを防止できる車両のオーディオ装置を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明の車両のオーディオ装置によれば、オーディオデー
タを再生する車載の再生ユニットと、前記再生ユニットと携帯オーディオユニットとを接
続し、当該携帯オーディオユニットに記憶されているオーディオデータを前記再生ユニッ
トに再生させる接続ユニットと、を備え、前記接続ユニットは、前記再生ユニットに接続
した携帯オーディオユニットに記憶されている識別データ及び曲構成を読み込み、当該携
帯オーディオユニットを識別する識別手段を有し、前記接続ユニットは、前記携帯オーデ
ィオユニットのオーディオデータの再生が停止された場合、当該携帯オーディオユニット
の識別データ、及び再生の停止位置データを記憶する記憶手段を有し、前記識別手段は、
前記再生ユニットから取り外された携帯オーディオユニットが当該再生ユニットに再接続
された場合、当該携帯オーディオユニットの識別データ及び曲構成と、前記記憶手段に記
憶されている識別データ及び曲構成とを照合し、前記接続ユニットは、前記識別手段によ
る識別データ及び曲構成の照合結果が一致した場合に、前記停止位置データに基づいてオ
ーディオデータの再生を開始させ、前記接続ユニットは、前記再生ユニットに接続された
前記携帯オーディオユニットに前記識別データを書き込む識別データ書込手段を有し、前
記識別データ書込手段は、識別データの照合結果が一致し、かつ、曲構成の照合結果が不
一致である場合に、前記携帯オーディオユニットに新たな識別データを書き込む、ことを
特徴としている。
【００１０】
　このように、本発明の車両のオーディオ装置によれば、携帯オーディオユニットに記憶
されている識別データにより、接続されている携帯オーディオユニットが識別される。こ
れにより、前回とは別の携帯オーディオユニットが接続された場合、オーディオデータが
所定の初期位置から再生される。さらに、レジューム再生機能を有する場合に、携帯オー
ディオユニットを識別することにより、前回と同一の携帯オーディオユニットが再生ユニ
ットに接続された場合に、停止位置データに基づいて、例えば、前回の停止位置や、停止
時に再生していたフォルダの先頭からオーディオデータの再生が開始される。さらに、接
続ユニットが携帯オーディオユニットに書き込んだ識別データ及び曲構成に基づいて携帯
オーディオユニットを識別すれば、複数の携帯オーディオユニットが互いに同一の識別デ
ータを有する場合においても、各携帯オーディオユニットがそれぞれ識別される。
　これにより、ユーザが所持する複数の携帯オーディオユニットに、それぞれ同一のパー
ソナルコンピュータから音楽データがダウンロードされ、各携帯オーディオユニットに、
同一のパーソナルコンピュータのユーザ名がユーザ名を識別データとして書き込まれてい
るような場合であっても、曲構成の照合結果が不一致の場合に、車両のオーディオ装置か
ら各携帯オーディオユニットに、新しい識別データを書き込むことによって、各携帯オー
ディオユニットを識別することができる。
　なお、接続ユニットが書き込む識別データは、書き込むたびに異なるデータであること
が望ましい。
【００１３】
　また、本発明において好ましくは、前記接続ユニットは、前記識別手段による識別デー
タの照合結果が不一致の場合、所定の初期位置からオーディオデータの再生を開始する。
【００１４】
　このように、識別データによって携帯オーディオユニットを識別することにより、再生
ユニットに前回と別個の携帯オーディオユニットが接続された場合、オーディオデータは
所定の初期位置から再生される。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の車両のオーディオ装置の実施形態を説明する。
　まず、図１のブロック図を参照して、第１実施形態の車両のオーディオ装置の構成を説
明する。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態の車両のオーディオ装置１は、オーディオデータを再生
するカーステレオ等の車載の再生ユニット１１と、再生ユニット１１と携帯オーディオユ
ニット２とを接続し、当該携帯オーディオユニット２に記憶されているオーディオデータ
を再生ユニット１１に再生させる接続ユニット１２とを備えている。
【００１９】
　さらに、接続ユニット１２は、再生ユニット１１に接続した携帯オーディオユニット２
に記憶されている識別データを読み込み、当該携帯オーディオユニット２を識別する識別
手段１２１を有する。また、接続ユニット１２は、携帯オーディオユニット２のオーディ
オデータの再生が停止された場合、当該携帯オーディオユニットの識別データ、及び停止
位置データを記憶する記憶手段１２２を有する。
【００２０】
　携帯オーディオユニット２の識別データには、携帯オーディオユニット２にオーディオ
データを入力したパーソナルコンピュータ等のコンピュータのユーザ名（ＰＣ名）が利用
される。コンピュータのユーザ名は、携帯オーディオユニットを最初にコンピュータに接
続したときに、そのコンピュータから携帯オーディオユニットに自動的に書き込まれる。
また、停止位置データには、再生停止時に再生されていたオーディオデータのフォルダ番
号（トラック番号）及びそのフォルダの再生開始から再生停止時までの経過時間が含まれ
る。
【００２１】
　なお、接続ユニット１２の識別手段１２１の機能は、例えば、所定のプログラムを接続
ユニット１２内のマイクロコンピュータで実行することによって、或いは、専用半導体チ
ップによって実現される。また、記憶手段１２２は、メモリ素子や任意の記憶媒体で実現
される。
【００２２】
　次に、図２のフローチャートを参照して、本実施形態の車両のオーディオ装置１の動作
例について説明する。
　まず、前提として、車両のオーディオ装置１に、ｉＰｏｄ（登録商標）といった携帯オ
ーディオユニット２が接続され、その携帯オーディオユニット２にデジタル信号で記憶さ
れている音楽等のオーディオデータが再生ユニット１１で再生された後、再生が停止され
、携帯オーディオユニット２が車両のオーディオ装置１から取り外された。
【００２３】
　再生停止の際に、車両オーディオ装置１の接続ユニット１２の記憶手段１２２及び携帯
オーディオユニット２の両方に、停止位置データがそれぞれ記憶される。停止位置データ
は、再生停止時に再生されていたオーディオデータのフォルダ番号（トラック番号）及び
そのフォルダの再生開始から再生停止時までの経過時間（プレイタイム）を含む。
【００２４】
　取り外された携帯オーディオユニット２は、単独で再生を行ったり、パーソナルコンピ
ュータ等のコンピュータに接続されてオーディオデータの追加、削除、並べ替え等の変更
が行われたりする場合がある。また、何ら単独では何ら操作を受けずに、再び車両のオー
ディオ装置１に接続される場合もある。
【００２５】
　車両のオーディオ装置１の再生ユニット１１に、接続ユニット１２を介して、携帯オー
ディオユニット２が再接続されると（Ｓ２１）、接続ユニット１２は、接続ユニット１２
の記憶手段１２２に記憶されている停止位置データと、接続された携帯オーディオユニッ
ト２に記憶されている停止位置データとを照合する（Ｓ２２）。
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【００２６】
　照合の結果、停止位置データどうしが一致した場合（Ｓ２２で「Ｙｅｓ」の場合）、接
続ユニット１２は、停止位置データに基づいて停止位置からオーディオデータの再生を開
始させる（Ｓ２３）。例えば、前回の再生時に、トラックＮの経過時間Ｔで停止していた
場合には、そのトラックＮの経過時間Ｔから再生が開始される。
【００２７】
　ところで、車両のオーディオ装置１から取り外された携帯オーディオユニット２が、単
独で再生操作された場合、携帯オーディオユニット２に記憶されている停止位置データが
書き換えられている。その場合、接続ユニット１２は、接続ユニット１２の記憶手段１２
２に記憶されている停止位置データと、接続された携帯オーディオユニット２に記憶され
ている停止位置データとは一致しない。
【００２８】
　停止位置データどうしが不一致の場合（Ｓ２２で「Ｎｏ」の場合）、接続ユニット１２
は、曲構成の存在を確認する（Ｓ２４）。具体的には、記憶手段１２２に記憶されている
停止位置データのうち、停止時に再生していたトラックＮが、携帯オーディオユニット２
に記憶されているオーディオデータに含まれるか否かを判断する。
【００２９】
　トラックＮがオーディオデータに含まれている場合（Ｓ２４で「Ｙｅｓ」の場合）、接
続ユニット１２の識別手段１２１は、携帯オーディオユニット２の識別データと、接続ユ
ニット１２の記憶手段１２２に記憶されている識別データとを照合する（Ｓ２５）。識別
データとして、例えば、パーソナルコンピュータから携帯オーディオユニット２に書き込
まれたそのパーソナルコンピュータのユーザ名が利用される。このように、識別データど
うしを照合することにより、オーディオデータにたまたまトラックＮを含む別の携帯オー
ディオユニット３を接続した場合に、唐突に指定しないところから再生が開始してしまう
ことが防止される。
【００３０】
　識別データの照合結果が一致した場合（Ｓ２５で「Ｙｅｓ」の場合）、接続ユニット１
２は、再生ユニット１１に、停止位置データに含まれるトラックＮの先頭からオーディオ
データを再生させる（Ｓ２６）。
【００３１】
　ところで、ステップＳ２１において、車両のオーディオ装置１に接続された携帯オーデ
ィオユニットが、前回接続されていた携帯オーディオユニット２とは別個の携帯オーディ
オユニットであることもある。別個の携帯オーディオユニット３が接続された場合、その
携帯オーディオユニット３に記憶されている停止位置データは、接続ユニット１２の記憶
手段１２２に記憶されている停止位置データとは一致しない（Ｓ２２で「Ｎｏ」）。
【００３２】
　さらに、携帯オーディオユニット３には、通常、停止位置データの曲構成は存在しない
。すなわち、前回接続されていた携帯オーディオユニット２とは別個の携帯オーディオユ
ニット３には、通常、前回の再生停止時に再生されていたトラックＮの曲は存在しない（
Ｓ２４で「Ｎｏ」）。
【００３３】
　さらに、携帯オーディオユニット３に、たまたまトラックＮの曲が存在していたとして
も（Ｓ２４で「Ｙｅｓ」の場合）、携帯オーディオユニット３の識別データと、接続ユニ
ット１２の記憶手段１２２に記憶されている識別データとは一致しない（Ｓ２５で「Ｎｏ
」）。
【００３４】
　したがって、前回と別個の携帯オーディオユニット３が接続された場合には、オーディ
オデータは、必ず所定の初期位置（デフォルト位置）から再生が開始される（Ｓ２７）。
デフォルト位置は、携帯オーディオユニット３に記憶されているオーディオデータの先頭
トラックの先頭に設定するとよい。
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　このようにして、前回とは別の携帯オーディオユニットが接続された場合に、前回の携
帯オーディオのユニットの停止位置データに基づいてオーディオデータが再生されてしま
うことが防止される。
【００３５】
　次に、図３のフローチャートを参照して、本発明の第２実施形態について説明する。
　第２実施形態の車両のオーディオ装置の動作例は、識別データの照合（Ｓ３２）のタイ
ミングが、第１実施形態のものと異なる他は、第１実施形態の動作と同様である。また、
第２実施形態の車両のオーディオ装置の構成も、図１に示した第１実施形態のものと同一
である。
【００３６】
　第２実施形態では、車両のオーディオ装置１の再生ユニット１１に、接続ユニット１２
を介して、携帯オーディオユニット２が再接続されると（Ｓ３１）、接続ユニット１２の
識別手段１２１は、携帯オーディオユニット２の識別データと、接続ユニット１２の記憶
手段１２２に記憶されている識別データとを照合する（Ｓ３２）。
【００３７】
　識別データの照合結果が不一致の場合（Ｓ３２で「Ｎｏ」の場合）、例えば、前回再生
時に接続されていた携帯オーディオユニット２とは別個の携帯オーディオユニット３が接
続された場合、接続ユニット１２は、再生ユニット１１に、携帯オーディオユニット３に
記憶されているオーディオデータを、所定の初期位置（デフォルト位置）から再生させる
（Ｓ３７）。これにより、前回とは別の携帯オーディオユニット３が接続された場合に、
前回の携帯オーディオユニット２の停止位置データに基づいてオーディオデータが再生さ
れてしまうことが防止される。
【００３８】
　一方、識別データの照合結果が一致した場合（Ｓ３２で「Ｙｅｓ」の場合）、続いて、
接続ユニット１２は、接続ユニット１２の記憶手段１２２に記憶されている停止位置デー
タと、接続された携帯オーディオユニット２に記憶されている停止位置データとを照合す
る（Ｓ３３）。
【００３９】
　停止位置データの照合結果が一致した場合（Ｓ３３で「Ｙｅｓ」の場合）、接続ユニッ
ト１２は、停止位置データに基づいて停止位置からオーディオデータの再生を開始させる
（Ｓ３４）。
【００４０】
　一方、停止位置データの照合結果が不一致の場合（Ｓ３３で「Ｎｏ」の場合）、接続ユ
ニット１２は、第１実施形態と同様に曲構成の存在を確認する（Ｓ３５）。
　同一の曲構成が存在する場合（Ｓ３５で「Ｙｅｓ」の場合）、接続ユニット１２は、再
生ユニット１１に、停止位置データの示す停止時に再生されていたトラックの先頭からオ
ーディオデータを再生させる（Ｓ３６）。
【００４１】
　一方、同一の曲構成が存在しない場合、接続ユニット１２は、再生ユニット１１に、所
定の初期位置（デフォルト位置）から再生を開始させる（Ｓ３７）。
　このように、第２実施形態においても、前回とは別の携帯オーディオユニットが接続さ
れた場合に、前回の携帯オーディオのユニットの停止位置データに基づいてオーディオデ
ータが再生されてしまうことが防止される。
【００４２】
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　ユーザが複数の携帯オーディオユニットを所持し、各携帯オーディオユニットが同一の
パーソナルコンピュータから音楽データをダウンロードして使用されている場合、各携帯
オーディオユニットに、同一のパーソナルコンピュータのユーザ名が書き込まれている。
このため、ユーザ名を識別データとして利用した場合、これらの携帯オーディオユニット
を識別することが困難である。そこで、第３実施形態では車両のオーディオ装置から各携
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帯オーディオユニットに、それぞれ別個の識別データを書き込むことにより、各携帯オー
ディオユニットを識別する。
【００４３】
　図４のブロック図を参照して、第３実施形態の車両のオーディオ装置の構成について説
明する。図４に示すように、第３実施形態の車両のオーディオ装置の構成は、接続ユニッ
ト１２に識別データ書込手段１２３が設けられている点を除いて、図１に示した第１実施
形態のものと同一である。
【００４４】
　識別データ書込手段１２３は、接続ユニット１２を介して再生ユニット１１に接続され
た携帯オーディオユニット２に識別データを書き込む。接続ユニットが書き込む識別デー
タは、携帯オーディオユニットに既に書き込まれている識別データに識別子等の追加デー
タを更に追加するものであってもよいし、既に書き込まれている識別データとは別に、新
たな識別データを書き込んだものであってもよいし、或いは、既に書き込まれている識別
データを消去し、代わりに新たな識別データを書き込んだものであってもよい。
【００４５】
　また、記憶手段１２２には、前回接続されていた携帯オーディオユニット２のオーディ
オデータの曲構成が記憶されている。例えば、全フォルダ番号の曲名が記憶されている。
【００４６】
　次に、図５のフローチャートを参照して、第３実施形態の車両のオーディオ装置の動作
例について説明する。第３実施形態の車両のオーディオ装置の動作例は、識別データの照
合ステップの次に、曲構成が一致しない場合（Ｓ４６）に、接続ユニット１２から携帯オ
ーディオユニットに識別データを書き込むステップ（Ｓ４８）を有する他は、上述の第１
実施形態の動作と同様である。
【００４７】
　車両のオーディオ装置１の再生ユニット１１に、接続ユニット１２を介して、携帯オー
ディオユニット２が再接続されると（Ｓ４１）、接続ユニット１２は、接続ユニット１２
の記憶手段１２２に記憶されている停止位置データと、接続された携帯オーディオユニッ
ト２に記憶されている停止位置データとを照合する（Ｓ４２）。
【００４８】
　停止位置データの照合結果が一致した場合（Ｓ４２で「Ｙｅｓ」の場合）、接続ユニッ
ト１２は、停止位置データに基づいて停止位置からオーディオデータの再生を開始させる
（Ｓ４３）。
【００４９】
　一方、停止位置データの照合結果が不一致の場合（Ｓ４２で「Ｎｏ」の場合）、接続ユ
ニット１２は、曲構成の存在を確認する（Ｓ４４）。すなわち、停止時に再生されていた
フォルダが存在するか否かを確認する。
【００５０】
　曲構成の存在が確認されない場合（Ｓ４４で「Ｎｏ」の場合）、前回とは別個の携帯オ
ーディオユニット３が接続されているので、デフォルト位置から再生が開始される（Ｓ４
９）。
【００５１】
　一方、曲構成の存在が確認された場合（Ｓ４４で「Ｙｅｓ」の場合）、接続ユニット１
２の識別手段１２１は、携帯オーディオユニット２の識別データと、接続ユニット１２の
記憶手段１２２に記憶されている識別データとを照合する（Ｓ４５）。
【００５２】
　識別データの照合結果が不一致の場合（Ｓ４５で「Ｎｏ」の場合）、前回とは別個の携
帯オーディオユニット３が接続されているので、デフォルト位置から再生が開始される（
Ｓ４９）。
【００５３】
　一方、識別データの照合結果が一致した場合（Ｓ４５で「Ｙｅｓ」の場合）、接続ユニ
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ット１２は、記憶手段１２２に記憶されている曲構成と、接続された携帯オーディオの曲
構成とを照合する（Ｓ４６）。
【００５４】
　曲構成の照合結果が一致した場合（Ｓ４６で「Ｙｅｓ」の場合）、接続ユニット１２は
、再生ユニット１１に、停止位置データに含まれるトラックＮの先頭からオーディオデー
タを再生させる（Ｓ４７）。
【００５５】
　一方、曲構成の照合結果が不一致の場合（Ｓ４６で「Ｎｏ」の場合）、接続ユニット１
２の識別データ書込手段１２３は、再生ユニット１１に接続された携帯オーディオユニッ
ト２に新たな識別データを書き込む（Ｓ４８）。これにより、複数の携帯オーディオユニ
ットに同一のパーソナルコンピュータのユーザ名が書き込まれていた場合であっても、各
携帯オーディオユニットが識別される。
【００５６】
　なお、接続ユニット１２が携帯オーディオユニットに書き込む識別データは、書き込む
たびに異なることが望ましい。さらに、書き込む識別データには、接続ユニット１２によ
って書き込まれたことを示す識別子等のデータを含めるのがよい。その識別子等の有無に
より、接続ユニットによって書き込まれた識別データであるか否かが容易に判断される。
また、携帯オーディオユニットに書き込まれている識別データが、接続ユニットによって
書き込まれた識別データでない場合にのみ、新たな識別データを書き込むようにしてもよ
い。
【００５７】
　続いて、前回とは別個の携帯オーディオユニット３が接続されているので、デフォルト
位置から再生が開始される（Ｓ４９）。このようにして、前回とは別の携帯オーディオユ
ニットが接続された場合に、前回の携帯オーディオのユニットの停止位置データに基づい
てオーディオデータが再生されてしまうことが防止される。
【００５８】
　上述した各実施形態においては、本発明を特定の条件で構成した例について説明したが
、本発明は種々の変更及び組み合わせを行うことができ、これに限定されるものではない
。例えば、上述の実施形態では、識別データとして、携帯オーディオユニットに音楽デー
タ等を段ロードする際に接続したパーソナルコンピュータのユーザ名を識別データとして
利用する例について説明したが、本発明では、識別データはこれに限定されず、任意好適
なものを利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１実施形態の車両のオーディオ装置を示すブロックである。
【図２】本発明の第１実施形態の車両のオーディオ装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図３】本発明の第２実施懈怠の車両のオーディオ装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図４】本発明の第３実施形態の車両のオーディオ装置を示すブロックである。
【図５】本発明の第３実施形態の車両のオーディオ装置の動作を説明するフローチャート
である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　車両のオーディオ装置
　２、３　携帯オーディオユニット
　１１　再生ユニット
　１２　接続ユニット
　１２１　識別手段
　１２２　記憶手段
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　１２３　識別データ書込手段

【図１】 【図２】



(10) JP 5146729 B2 2013.2.20

【図３】 【図４】

【図５】



(11) JP 5146729 B2 2013.2.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  角岡　幸治
            広島県安芸郡府中町新地３番１号　マツダ株式会社内

    審査官  谷治　和文

(56)参考文献  特開２００６－３３９９０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３２３７８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２９７５２７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｒ　　１１／０２　　　　
              Ｇ１０Ｌ　　１９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

